
草津市こども・若者計画 別紙 

 

 市町村こども計画については、こども基本法第１０条第５項の規定に基づき、その他

法令の規定により市町村が作成する計画であって、こども施策に関する事項を定めるも

のと一体のものとして作成することができるとされ、「自治体こども計画策定のための

ガイドライン」（こども家庭庁）においても、「既存の法令と一体のものとして自治体こ

ども計画を作成することにより、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺す

こと、住民にとって一層分かりやすいものとすること、事務負担の軽減を図ることなど

が期待される」としています。 

 その一方で、同ガイドラインでは、「地域の実情に応じて個別に計画を作成し、それ

らを相互に関連計画として位置付け、内容に応じて適宜参照しあうなど整合を図ること

で、それらの計画を自治体こども計画と位置付けることも可能」としています。 

 

 この草津市こども・若者計画 別紙計画は、随時策定する必要のある個別事項につい

て定めるもので、市町村こども計画の一部として位置付け、その効力を発揮するものと

します。 

 

１ こども・子育て支援事業債活用計画 

 こども・子育て支援事業債については、草津市こども・若者計画に該当事業を位置付

けることで、起債発行の同意が得られ、後年度に交付税措置を受けることができる有利

な市債を発行することができます。 

 今後予定している下記事業を、こども・子育て支援事業債活用予定事業に位置付けま

す。 

 

                            

こども・子育て支援事業債活用事業 

実施予定

年度 
実施事業名 具体的な事業内容 

令和 7 年

度 

笠縫東こども園正門外構改

修事業 

（視認性等向上対策） 

こども園の正門について、視認性等の機能

強化を図り、安全で安心な保育環境を整備

する。 

令和7～8

年度 

草津川跡地整備事業 

区間２（ai 彩ひろば）遊具設

置等事業 

区間４（JR 上部）遊具設置等

事業 

公園のさらなるにぎわいの創出や、こども

の居場所づくりの取組として、区間２（ai

彩ひろば）および区間４（JR 上部）に新た

に遊具と日陰対策施設を設置する。 

 

  



 

 

草津市こども・若者計画１６４ページに記載の「①乳児等通園支援事業」の「数値目標」

について、下記の通り設定します。 

また、地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受け入れ枠

の確保を促進します。 

 

①乳児等通園支援事業 

 

令和8
年度

令和9
年度

令和10
年度

令和11
年度

0歳児 時間/月 273 264 870 870

1歳児 時間/月 309 291 890 840

2歳児 時間/月 306 264 830 760

計 時間/月 888 819 2,590 2,470

0歳児 人 2 2 5 5

1歳児 人 2 2 6 5

2歳児 人 2 2 5 5

計 人 6 6 16 15

0歳児 時間/月 271 284 890 927

1歳児 時間/月 307 311 910 902

2歳児 時間/月 302 285 840 811

計 時間/月 880 880 2,640 2,640

0歳児 人 2 2 6 6

1歳児 人 2 2 6 6

2歳児 人 2 2 5 5

計 人 6 6 17 17

※利用定員数は、受入時間数を月176時間で除して算出している。

量の
見込み

確保
方策

区分 単位
目標値

利用定員数
※

受入時間数

利用定員数
※

受入時間数

6 6

16 15
6 6

17 17
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